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平成 26年 10月 1日

厚生労働省労働基準局長

平成 26年度最低賃金周知広報の実施について（協力依頼）

最低賃金行政の円滑な推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り厚く

御礼申し上げます。

本年度の地域別最低賃金額の改定については、すべての地域別最低賃金額について、本

年 9月中に改定公示が行われ、 10月 1日から順次改定額が発効します。

今後、改定された地域別最低賃金額及び最低賃金制度について広く国民に周知を図り、

同制度の履行確保を図ることが重要となるため、厚生労働省では標記の周知広報を実施す

ることにしています。

貴職におかれましでも、最低賃金制度の趣旨を御理解の上、貴会が発行される広報誌へ

の掲載などによる貴会の加入事業者に対する改定された地域別最低賃金額及び最低賃金制

度の周知について格別の御協力を賜りますようお原品、申し上げます。

なお、御参考までに、広報原稿例を同封させていただきます。
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平成26年度地域別最低賃金時間額答申状況
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※l 括弧書きは、平成25年度地域別最低賃金額

※2 「発効予定年月日J欄の日付は異議審がない場合の最短のもの。

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/




